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天理市告示第260号 

 天理市精神障害者医療費助成事業実施要綱（平成27年３月天理市告示第1 1 1

号）の一部を次のように改正する。 

  令和７年12月17日 

天理市長 並 河  健 

 様式第１号を次のように改める。 
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様式第１号（第12条、第14条関係） 
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 様式第13号を次のように改める。 
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様式第13号（第24条、第26条関係） 
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   附 則 

 （施行期日） 

１ この要綱は、令和８年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に改正前の天理市精神障害者医療費助成事業実施要

綱の規定に基づき作成されている申請書の用紙で残部のあるものについて

は、改正後の天理市精神障害者医療費助成事業実施要綱の規定にかかわら

ず、必要な調整をして使用することができる。 


